
第６８４回通関協議会（本関地区） 

 

１、 日  時   平成２７年  ４月  ７日 （火） １２時より 

２、 場  所   第一港湾合同庁舎 ２階 第一会議室 

３、  議題等（敬称略） 

 

（１） 指定薬物の関税法上の「輸入してはならない貨物」への追加について 

業務部 福田 管理課長 

（２） 関税鑑査官等の事務分担変更について 

業務部 福田 管理課長 

（３） 輸入統計品目表の改正について 

業務部 古賀 首席関税鑑査官 

（４） ニット製衣類（第 61 類）に関する特恵原産地規則の緩和について 

業務部 高澤 原産地調査官 

 

 

４、 その他・連絡事項等 

・納付書領収証書の印字及び記載について 

業務部 河田 収納課長 

・関税評価に係る関税定率法基本通達の一部改正について 

業務部 髙橋 首席関税評価官 

・輸出許可後の価格変更の取扱いに係る関税法基本通達の改正について 

業務部 浦本 上席審査官（通関総括第 1 部門） 

・電磁的記録（ＭＳＸ業務）による申告関係書類の提出状況（３月分）について 

業務部 浦本 上席審査官（通関総括第 1 部門） 

・「通関関係書類の電子化・ペーパーレス化に係る利用促進策について」の補足説明 

業務部 五島 統括審査官（通関総括第 3 部門） 

 

 

 

次回開催予定日  平成 27 年 5 月 12 日（火） 12：00～ 

開 催 場 所   第一港湾合同庁舎 ２階 第一会議室 

当協会に関するご質問や議題提起がありましたら、事務局あてにご連絡ください 

公益財団法人日本関税協会横浜支部 

TEL 045-680-1757  FAX 045-680-1758 

E-mail: bra_yokohama@kanzei.or.jp 

 

 



密輸に関する情報は税関密輸ダイヤルへ通報をお願いします

0120-461-961
シロイ クロイ

▶横浜税関

（指 定 薬 物*）

危険ドラッグの
持ち込みは犯罪です。

* 医薬品医療機器等法に規定する指定薬物（同法第76条の４（製造等の禁止）に

規定する医療等の用途に供するために輸入するものを除く）。

** 平成27年４月１日から、関税法上、10年以下の懲役若しくは３千万円以下の罰金

（又はどちらも）の対象となります。麻薬及び向精神薬、大麻、あへん、覚せい剤等

の輸入についても上記刑罰の対象となります。



大       黒

部 部    別    品    目 類

入 入 入 入 出 出 入 入 出

1 動物（生きているもの）及び動物性生産品 １～５ 動物、肉、魚介類、酪農品

2 植物性生産品 ６～１４ 野菜、穀物、採油用の種

3 動植物の油脂、調製食用油、ろう １５ 同  左

１６～１８ 肉、魚又は甲殻類、砂糖菓子

4 調製食料品、飲料、アルコール、たばこ １９～２２ ミルク調製品、各種調製食料品

２３～２４ たばこ

5 鉱物性生産品 ２５～２７ 塩、土石類、鉱石、鉱物油

２８ 無機化学品

２９～３２ 有機化学品、医療用品、肥料

6 化学工業の生産品 ３３～３４ 精油、化粧品類、洗剤

３５～３７ 変性澱粉、火薬類、写真材料

３８ 各種の化学工業生産品

7 プラスチック、ゴム ３９～４０ 同  左

8 皮革、毛皮、動物用装着具、旅行用具 ４１～４３ 同  左

9 木材、コルク、組物材料製品 ４４～４６ 同  左

10 木材パルプ、紙、板紙、及びその製品 ４７～４９ 同  左

11 紡織用繊維及びその製品 ５０～６０ 繊維及びその製品

６１～６３ 衣類等

12 はき物、帽子、傘、羽毛製品、造花 ６４～６７ 同  左

13 石、石綿、雲母、陶磁製品、ガラス ６８～７０ 同  左

14 貴石、貴金属、身辺細貨類、貨幣 ７１ 同  左

７２～７６ 鉄鋼、銅、アルミ等及び製品

15 卑金属及びその製品 ７８～８１ 鉛、亜鉛、すず及びその製品

８２～８３ 卑金属製品の工具、道具

16 機械類、電気機器、VTR、音声再生機 ８４ 原子炉、ボイラー、機械類

８５ 電気機器、VTR、音声再生機

17 車両、航空機、船舶及び輸送機器 ８６～８９ 同  左

18 光学機器、写真用機器、医療用機器 ９０～９２ 同  左

19 武器、銃砲弾 ９３ 同  左

９４～９５ 同  左

９６ 同  左

21 美術品、収集品及びこっとう ９７ 同  左

－ プラント貨物

　注：本牧・通関第5、6部門及び大黒・通関第3部門は輸出専担部門になります。

　注：本牧・通関第8部門は山下事務所に設置される部門となります。

輸出入関係取扱品目分担一覧表（平成27年4月）
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　注：次の署所については、分担区分はありません。
　　　仙台塩釜、石巻、気仙沼、仙台空港、小名浜、相馬、福島空港、鹿島、日立、つくば、千葉、木更津、姉崎、銚子、横須賀、三崎、川崎、鶴見、宇都宮、川崎外郵
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ニット製衣類（第61類の産品）については、特恵受益国※において糸から製造

する（生地の製造、縫製の２工程を経る）場合に当該国の原産品としての資格
が与えられていますが、平成27年4月より、特恵受益国において生地から製造
する（縫製の１工程を経る）場合でも原産品としての資格が与えられます。

※ニット製衣類（第61類の産品）のほとんどは、後発開発途上国（ＬＤＣ）を原産国とする産品に対して
のみ特恵税率が適用できます。

１番目の工程

糸 ニット生地 衣類繊維

綿糸綿花 綿編物

１番目の工程 ２番目の工程平成27年3月までは、この
２つの工程が１の国で行
われることを要件とする

【参照条文】関税暫定措置法施行規則別表
第61類 衣類及び衣類附属品（メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。）
＜改正前＞紡織用繊維の糸からの製造
＜改正後＞紡織用繊維の織物類又は編物からの製造

ニット製衣類（第61類）に関する特恵原産地規則の緩和

お知らせ

平成27年4月から、この
１つの工程が１の国で行
われることが要件となる



非原産品である糸から製造された産品である場合
（改正前から原産品と認められるもの）

→改正前に発給されたものであっても、有効なものとして
取り扱います。

非原産品である生地から製造された産品である場合
（改正後に原産品と認められるもの）

→改正後に発給されたものを有効なものとして取り扱います。
なお、改正前に輸出された産品の場合には、平成27年4月1日
以降同年4月10日以前に発給されたものであれば、輸出後10日

程度以上経過して発給されたものであっても、関税暫定措置法
基本通達8の2-5(1)ニに該当し有効なものとして取り扱います。

当該改正に係る原産地証明書の取扱い



関税暫定措置法施行令

（原産地の証明）

第２７条

４ 原産地証明書は、その証明に係る物品の輸出の際（税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合

には、輸出後その事由により相当と認められる期間内）に、当該物品の輸出者の申告に基づき原産地の税関

（税関が原産地証明書を発給することとされていない場合には、原産地証明書の発給につき権限を有するその

他の官公署又は商業会議所その他これに準ずる機関で、税関長が適当と認めるもの）が発給したものでなけれ

ばならない。

関税暫定措置法基本通達

（「やむを得ない特別の事由」の意義）

８の２-５ 令第27条第４項《原産地証明書の有効性》に規定する「税関長がやむを得ない特別の事由があると

認める場合」の意義及び取扱いについては、次による。

(1) 「特別の事由」とは、次の場合をいう。

イ 輸出国における震災、風水害等の天災若しくは事変又は火災その他の人為的災害により、原産地証明

書の発給申請を輸出時までに行うことができなかつた場合

ロ 令別表第１の改正により特恵受益国が追加指定された場合で、指定後６カ月以内において、当該特恵受

益国の原産地証明書の発給体制が整備される以前に輸出せざるを得ない事情がある場合

ハ 輸入者が輸出者に対して契約の際に原産地証明書の発給を受けるよう要求したが、輸出者が原産地証

明書以外の証明書の発給を受け、若しくは正当な発給機関でない者が発給した証明書を取得し、又はそ

の申請を失念したため発給が輸出後となつた場合等、輸入者の責任によらない事情がある場合

ニ その他これらに準ずる場合で税関長が真にやむを得ないと認めた場合

(2) なお、通常の輸出手続に要すると認められる期間内（輸出後10日程度の遅れ）に発給されたものは「輸出の

際」に発給されたものと取り扱つて差し支えない。

当該改正に係る原産地証明書の取扱い（関連規定）
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                                 新旧対照表 

                         

1 

改正後 改正前 

 

第 2 節 課税価格の決定 

 

（課税価格に含まれる輸入港までの運賃等） 

4―8 法第 4 条第 1 項第 1 号の規定に関する用語の意義及び取扱いについては、次

による。 

(1)及び(2) （省略） 

(3) 「輸入港に到着するまでの運送に要する運賃」とは、輸入貨物を輸入港ま

で運送するために実際に要した運送費用をいい、当該輸入貨物の輸出港まで

の運送費用を含み、次に掲げる場合には、それぞれに定めるところによる。 

イ～ハ （省略） 

ニ 輸入貨物が用船契約に基づき船舶により運送された場合において、当該

船舶が当該用船契約において約定された許容停泊期間を超えて停泊したこ

とにより用船者が船主に対し支払う割増料金は、運賃に含まれるものとし

て取り扱う。ただし、実際の停泊期間が船舶の大きさ、港湾の状況等に応

じて標準的な許容停泊期間と認められる期間を著しく超える場合であっ

て、その発生原因からみて当該支払金を課税価格に算入することが適当で

ないと認められるような特別の事情があるときは、この限りでない。 

 

 

ホ （省略） 

ヘ 輸入貨物の運送に関し、輸入港において発生する滞船料（発生の時点が

輸入港到着後であるかないかを問わない。）及び早出料は、輸入港までの運

賃の計算上考慮しないものとして取り扱う。 

（注） 輸入港までの運賃（80）に輸入港において滞船料（10）が発生し運

賃として 90 を支払う場合又は輸入港までの運賃（80）に輸入港にお

いて早出料（10）が発生し運賃として 70 を支払う場合における輸入

港までの運賃はいずれも 80 となる。  

 

 

 

第 2 節 課税価格の決定 

 

（課税価格に含まれる輸入港までの運賃等） 

4―8 法第 4 条第 1 項第 1 号の規定に関する用語の意義及び取扱いについては、次

による。 

(1)及び(2) （同左） 

(3) 「輸入港に到着するまでの運送に要する運賃」とは、輸入貨物を輸入港ま

で運送するために実際に要した運送費用をいい、当該輸入貨物の輸出港まで

の運送費用を含み、次に掲げる場合には、それぞれに定めるところによる。 

イ～ハ （省略） 

ニ 輸入貨物が用船契約に基づき船舶により運送された場合において、当該

船舶が当該用船契約において約定された許容停泊期間を超えて停泊したこ

とにより用船者が船主に対し支払う割増料金（輸入港における滞船料（発

生の時点が輸入港到着後であるかないかを問わない。）を除く。）は、運賃

に含まれるものとして取り扱う。ただし、実際の停泊期間が船舶の大き

さ、港湾の状況等に応じて標準的な許容停泊期間と認められる期間を著し

く超える場合であって、その発生原因からみて当該支払金を課税価格に算

入することが適当でないと認められるような特別の事情があるときは、こ

の限りでない。 

ホ （同左） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 



関税法基本通達（昭和 47年３月１日蔵関第 100 号）（抜粋） 

 

第６章 通 関 

 

第１節 一般輸出通関 

 

（輸出申告書に記載すべき価格） 

67－1－4 令第 59条の２第２項に規定する輸出申告書に記載すべき価格は、次による。 

(1) 貨物代金が有償で輸出される貨物については、原則として当該貨物の現実の決済金額（取

引の基準通貨と決済通貨とが異なる場合は基準通貨による金額）を基とするが、次のイか

らニに掲げる場合には、それぞれに掲げる価格を基にしそれぞれ本邦の輸出港における本

船甲板渡し価格（航空機によって輸出される貨物については、これに準ずる価格。以下同

じ。）としてこれに必要な調整を加え計算した価格とする。 

イ～ハ 省略 

ニ 輸出申告を行う時点において貨物代金が未確定（輸出後において値引きが発生する場

合、又は貨物の品質若しくは性能の確認を経て貨物代金が変更される場合を含む。（以下

「値引き等」という。））である場合 当該申告にかかる貨物の製造原価又は調達原価（以

下この項において「製造原価等」という。）に、通常の利潤、一般管理費及び船積みまで

に要する費用等を加えた額又は値引き等の調整が加えられる前の額とし、市況を基礎と

して決済額を確定させる等製造原価等を基礎として算出することが困難である場合には、

輸出申告の前３月以内に、当該申告にかかる貨物と同種又は類似の貨物を同一仕向国に

輸出した際の決済額を基礎として算出した額 

(2)及び(3) 省略 

 

（価格変更の取扱い） 

67－1－14 輸出の許可後に貨物の価格を変更しようとする場合（数量の変更に伴い価格を変更し

ようとする場合を除く。）における価格変更の手続きは、次による。 

(1) 価格変更の申請は、「船名、数量等変更申請書」(C-5200)１通にその申請に係る輸出許可書

を添付して提出することにより行わせる。 

(2) 価格の記載、計算又は算出の誤りにあっては、価格が変更となったことを確認できる書類

の提示を求め、審理担当部門に通報する等の措置が必要な場合を除き、その許可に係る価格

の変更を行って差し支えないものとする。 

(3) 上記(2)の場合において輸出申告書に記載した価格が 20 万円未満であり、かつ、本来輸出

申告書に記載すべきであった価格が 20万円未満である場合、又は変更しようとする価格と輸

出申告書に記載された輸出統計品目表の所属区分ごとの価格の差が千円未満である場合には、

価格の訂正を省略させて差し支えないものとする。 

(4) 前記 67－1－4の(1)のニの規定により輸出申告書に記載された価格は、上記(2)の場合を除

き、変更の手続は必要ないので留意する。 

(5) 価格変更を認めた場合においては、その申請に係る輸出許可書に記載されている価格を訂

正しこれを申請者に交付する。 

 

（注）下線を付した箇所は、関税法基本通達等の一部改正について（平成 27 年３月 31 日財関第

341 号）による改正後の部分を示す。 
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輸出 輸入

2013年10月 28% 2013年10月 25%
2013年11月 32% 2013年11月 30%
2013年12月 41% 2013年12月 34%
2014年1月 43% 2014年1月 38%
2014年2月 43% 2014年2月 38%
2014年3月 47% 2014年3月 40%
2014年4月 47% 2014年4月 42%
2014年5月 47% 2014年5月 44%
2014年6月 46% 2014年6月 44%
2014年7月 48% 2014年7月 47%
2014年8月 49% 2014年8月 48%
2014年9月 50% 2014年9月 50%
2014年10月 53% 2014年10月 53%
2014年11月 55% 2014年11月 60%
2014年12月 59% 2014年12月 62%
2015年1月 62% 2015年1月 63%
2015年2月 63% 2015年2月 63%

2015年3月（暫定値） 71% 2015年3月（暫定値） 63%

2015年3月の内訳 2015年3月の内訳
海上 71% 海上 63%
航空 87% 航空 65%

【参考】　2015年2月の各税関添付割合（海上）

東京 53% 東京 44%
横浜 62% 横浜 63%
神戸 82% 神戸 70%
大阪 62% 大阪 69%
名古屋 70% 名古屋 72%
門司 72% 門司 73%
長崎 85% 長崎 75%
函館 90% 函館 63%
沖縄 84% 沖縄 74%

合計 67% 合計 62%

輸出 輸入

横浜税関管内の申告添付登録（ＭＳＸ業務）利用状況

申告年月
区2,3

添付割合
申告申請年月

区2,3
添付割合
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「通関関係書類の電子化・ペーパーレス化に係る利用促進
策について」の補足説明 
 
 
平成 27年 3月 12日の通関協議会にて、3月 17日実施の「通関関係書類の電
子化・ペーパーレス化に係る利用促進策について」、その他・連絡事項等として、

口頭にて説明いたしました。 
当該内容については、先般、税関 HP へ「通関関係書類の電子化・ペーパー
レス化に係る利用促進策について（お知らせ）」として掲載されました（添付「お

知らせ」参照））。 
当該「お知らせ」のうち、「２．関税関係法令以外の法令（他法令）に係る確

認書類の提出の簡素化」について、次の点を補足説明させて頂きます。 
 
本件は、「通関関係書類を電磁的記録により提出する場合」（MSX業務を利用

する場合）の簡素化です。 
「通関関係書類を電磁的記録により提出しない場合」（関係書類を書面にて提

出する場合）は、これまで同様に MOTAS の証明書等の原本の提出が必要とな
ります。 
例えば、NACCSで申告し、MSX業務を利用せずインボイス等の関係書類を

書面で提出する場合には、当該申告が MOA 業務を利用し突合となった場合で
も、MOTASの証明書等の原本の提出が必要となりますので、ご留意ください。 

 
 

 

2015 年 4月 10 日 

本関地区通関協議会 

横浜税関業務部 

通関総括第３部門 



 
 

平 成 ２ ７ 年 ３ 月 

財 務 省 関 税 局 

 

通関関係書類の電子化・ペーパーレス化に係る利用促進策について 

（お知らせ） 

 

 

財務省関税局・税関においては、更なる貿易円滑化の観点から、通

関関係書類の電子化・ペーパーレス化の促進に取り組んでおります。  

通関関係書類の電子化・ペーパーレス化に係る利用促進策として、

本年３月 17日より、下記の事項について実施することとしましたので

お知らせします。 

平成 29年の次期 NACCS稼働時に『通関手続に係る電子手続の原則化』

を実現することとしており、通関関係書類は原則として電磁的記録に

より提出していただくことを予定しておりますので、これを見据えた

事前準備を進めて頂くようお願い致します。 

 

記 

 

１．申告添付登録（MSX）業務の添付ファイルの容量の拡大 

【全ファイルの合計容量３MBは変更なし】 

  １ファイルあたりの容量を、500KB から１MB に倍増します。 

 

２．関税関係法令以外の法令(他法令)に係る確認書類の提出の簡素化 

  中古自動車の輸出申告に際して、NACCS の輸出申告内容と

MOTAS(注)情報とがシステム内で一致（突合）した場合は、「輸出抹

消仮登録証明書等」（以下「証明書等」という。）の他法令確認書類

の申告添付登録（MSX）業務による提出又は証明書等の原本の提示を

不要とします。 

  なお、システム内で一致しなかった（不突合）場合は、これまで

どおり、証明書等の原本を税関に提示する必要がありますが、この

場合、税関より原本を提示するよう連絡します。 
（注）MOTAS とは、国土交通省が所管する「自動車登録検査業務電子情報処理システム」 

である。 

 

３．EPA 税率を適用するための原産品申告書等の電子化 

  本年１月 15 日より、EPA 税率を適用するための「メキシコ、スイ

ス、ペルー協定に基づく認定輸出者が行う原産地申告」及び「オー

ストラリア協定に基づく原産品申告書」について、電磁的記録によ

る提出を可能とし、原則として原本提出を不要としております。 

   


